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【 請 求 項 １ 】
複 数 の 無 線 通 信 装 置 に よ っ て 情 報 伝 送 を 行 な う 無 線 通 信 シ ス テ ム で あ っ て 、
無 線 通 信 装 置 間 で 自 己 が 受 信 処 理 を 行 な う タ イ ミ ン グ を 記 述 し た 管 理 情 報 を 交 換 し て 、
送 信 元 の 無 線 通 信 装 置 は 受 信 先 の 無 線 通 信 装 置 に 対 し て 管 理 情 報 に 記 述 さ れ て い る 受 信 処
理 を 行 な う タ イ ミ ン グ を 利 用 し て 送 信 を 行 な う 、
こ と を 特 徴 と す る 無 線 通 信 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
送 信 元 の 無 線 通 信 装 置 は 、 受 信 先 の 無 線 通 信 装 置 の 管 理 情 報 に 記 述 さ れ て い る 受 信 ウ ィ ン
ド ウ を 利 用 し て 通 信 要 求 Ｒ Ｔ Ｓ を 送 信 す る と と も に 、 該 受 信 先 の 無 線 通 信 装 置 か ら 通 信 確
認 Ｃ Ｔ Ｓ を 受 信 し た こ と に 応 答 し て 接 続 を 確 立 し て 情 報 伝 送 を 開 始 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 無 線 通 信 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
複 数 の 無 線 通 信 装 置 が 情 報 伝 送 を 行 な う た め の 無 線 通 信 制 御 方 法 で あ っ て 、
無 線 通 信 装 置 間 で 自 己 が 受 信 処 理 を 行 な う タ イ ミ ン グ を 記 述 し た 管 理 情 報 を 交 換 し て 、
送 信 元 の 無 線 通 信 装 置 は 受 信 先 の 無 線 通 信 装 置 に 対 し て 管 理 情 報 に 記 述 さ れ て い る 受 信 処
理 を 行 な う タ イ ミ ン グ を 利 用 し て 送 信 を 行 な う 、
こ と を 特 徴 と す る 無 線 通 信 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
管 理 情 報 は 該 当 す る 無 線 通 信 装 置 固 有 の 装 置 識 別 情 報 を 含 み 、
無 線 通 信 装 置 は 、 他 の 各 無 線 通 信 装 置 か ら 管 理 情 報 を 受 信 す る と 、 装 置 識 別 情 報 に 関 連 付
け て 当 該 無 線 通 信 装 置 が 受 信 処 理 を 行 な う タ イ ミ ン グ を 管 理 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 無 線 通 信 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
管 理 情 報 は 無 線 通 信 装 置 が 受 信 処 理 を 行 な う た め の 受 信 ウ ィ ン ド ウ を 設 定 す る タ イ ミ ン グ
情 報 、 受 信 ウ ィ ン ド ウ を 設 定 す る 周 期 情 報 を 含 む 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 無 線 通 信 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
各 無 線 通 信 装 置 は 受 信 処 理 を 行 な う 時 期 が 互 い に 重 な り 合 わ な い よ う に タ イ ミ ン グ を ず ら
し て 受 信 ウ ィ ン ド ウ を 配 置 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 無 線 通 信 制 御 方 法 。



【 請 求 項 ７ 】
各 無 線 通 信 装 置 は 所 定 の 周 期 毎 に 自 己 の 管 理 情 報 を 送 信 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 無 線 通 信 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
各 無 線 通 信 装 置 は 所 定 の 周 期 毎 に 自 己 の 管 理 情 報 を 送 信 す る と と も に 、 管 理 情 報 は 管 理 情
報 を 他 の 無 線 通 信 装 置 に 送 信 す る 通 知 周 期 情 報 を 含 む 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 無 線 通 信 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
無 線 通 信 装 置 は 、 管 理 情 報 を 受 信 し た こ と に 応 答 し て 該 当 す る 無 線 通 信 装 置 の 無 線 ネ ッ ト
ワ ー ク 内 で の 存 在 を 確 認 す る と と も に 、 最 後 に 管 理 情 報 を 受 信 し て か ら 所 定 期 間 が 経 過 し
た 無 線 通 信 装 置 は 無 線 ネ ッ ト ワ ー ク か ら 存 在 し な く な っ た と 判 断 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 無 線 通 信 制 御 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
複 数 の 無 線 通 信 装 置 間 で 管 理 情 報 を 交 換 す る た め の 管 理 情 報 交 換 領 域 を 配 置 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 無 線 通 信 制 御 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
管 理 情 報 に は 通 信 品 質 を 保 証 し た 伝 送 が 必 要 か ど う か を 記 述 す る こ と が で き 、
送 信 元 の 無 線 通 信 装 置 は 、 受 信 先 の 無 線 通 信 装 置 の 管 理 情 報 に お い て 通 信 品 質 を 保 証 し た
伝 送 が 必 要 で あ る 旨 が 記 述 さ れ て い る 場 合 に は 、 通 信 品 質 を 保 証 し た 伝 送 を 行 な う 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 無 線 通 信 制 御 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
管 理 情 報 は 該 当 す る 無 線 通 信 装 置 が 通 信 可 能 な 無 線 通 信 装 置 の 情 報 を 含 む 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 無 線 通 信 制 御 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
送 信 元 の 無 線 通 信 装 置 は 、 受 信 先 の 無 線 通 信 装 置 の 管 理 情 報 に 記 述 さ れ て い る 受 信 ウ ィ ン
ド ウ を 利 用 し て 通 信 要 求 Ｒ Ｔ Ｓ を 送 信 す る と と も に 、 該 受 信 先 の 無 線 通 信 装 置 か ら 通 信 確
認 Ｃ Ｔ Ｓ を 受 信 し た こ と に 応 答 し て 接 続 を 確 立 し て 情 報 伝 送 を 開 始 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 無 線 通 信 制 御 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
送 信 元 の 無 線 通 信 装 置 は 、 受 信 先 の 無 線 通 信 装 置 に 対 し て 通 信 要 求 Ｒ Ｔ Ｓ を 送 信 し た こ と
に 応 答 し て 、 該 受 信 先 の 無 線 通 信 装 置 か ら 通 信 確 認 Ｃ Ｔ Ｓ を 受 信 す る た め の 確 認 受 信 ウ ィ
ン ド ウ を 設 定 し 、
該 送 信 元 の 無 線 通 信 装 置 は 前 記 確 認 受 信 ウ ィ ン ド ウ を 利 用 し て 通 信 確 認 Ｃ Ｔ Ｓ を 受 信 す る
、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ に 記 載 の 無 線 通 信 制 御 方 法 。
【 請 求 項 １ ５ 】
通 信 要 求 Ｒ Ｔ Ｓ を 受 信 し た 無 線 通 信 装 置 は 、 送 信 元 の 無 線 通 信 装 置 の 管 理 情 報 に 記 述 さ れ
て い る 受 信 ウ ィ ン ド ウ を 利 用 し て 通 信 確 認 Ｃ Ｔ Ｓ を 返 信 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ に 記 載 の 無 線 通 信 制 御 方 法 。
【 請 求 項 １ ６ 】
受 信 先 の 無 線 通 信 装 置 は 、 送 信 元 の 無 線 通 信 装 置 に 通 信 確 認 Ｃ Ｔ Ｓ を 返 信 し た こ と に 応 答
し て 、 送 信 元 の 無 線 通 信 装 置 か ら の 送 信 情 報 を 受 信 す る た め の 情 報 受 信 ウ ィ ン ド ウ を 設 定
し 、
該 送 信 元 の 無 線 通 信 装 置 は 前 記 情 報 受 信 ウ ィ ン ド ウ を 利 用 し て 情 報 送 信 を 行 な う 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ に 記 載 の 無 線 通 信 制 御 方 法 。
【 請 求 項 １ ７ 】
送 信 元 の 無 線 通 信 装 置 は 、 受 信 先 の 無 線 通 信 装 置 か ら 通 信 確 認 Ｃ Ｔ Ｓ を 受 信 し た こ と に 応
答 し て 、 該 受 信 先 の 無 線 通 信 装 置 の 管 理 情 報 に 記 述 さ れ て い る 受 信 ウ ィ ン ド ウ を 利 用 し て
情 報 伝 送 を 行 な う 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ に 記 載 の 無 線 通 信 制 御 方 法 。
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【 請 求 項 １ ８ 】
送 信 元 の 無 線 通 信 装 置 は 、 情 報 伝 送 後 に 受 信 先 の 無 線 通 信 装 置 か ら の 受 領 確 認 を 受 信 す る
た め の 受 領 確 認 受 信 ウ ィ ン ド ウ を 設 定 し 、
該 受 信 先 の 無 線 通 信 装 置 は 前 記 受 領 確 認 受 信 ウ ィ ン ド ウ を 利 用 し て 受 領 確 認 を 送 信 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ に 記 載 の 無 線 通 信 制 御 方 法 。
【 請 求 項 １ ９ 】
受 信 先 の 無 線 通 信 装 置 は 、 送 信 元 の 無 線 通 信 装 置 か ら の 送 信 情 報 を 受 信 完 了 後 に 、 該 送 信
元 の 無 線 通 信 装 置 の 管 理 情 報 に 記 述 さ れ て い る 受 信 ウ ィ ン ド ウ を 利 用 し て 受 領 確 認 を 送 信
す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ に 記 載 の 無 線 通 信 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
情 報 伝 送 を 行 な う 無 線 ネ ッ ト ワ ー ク に お い て 動 作 す る 無 線 通 信 装 置 で あ っ て 、
情 報 を 受 信 す る 受 信 手 段 と 、
他 の 無 線 通 信 装 置 か ら 受 信 し た 管 理 情 報 を 該 無 線 通 信 装 置 と 関 連 付 け て 格 納 す る 管 理 情 報
格 納 手 段 と 、
情 報 を 送 信 す る 送 信 手 段 と 、
受 信 先 の 無 線 通 信 装 置 に 管 理 情 報 に 記 述 さ れ て い る 受 信 処 理 を 行 な う タ イ ミ ン グ を 利 用 し
て 、 前 記 受 信 手 段 及 び 前 記 送 信 手 段 に よ る 送 受 信 タ イ ミ ン グ を 制 御 す る ア ク セ ス 制 御 手 段
と 、
を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 無 線 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ １ 】
管 理 情 報 は 無 線 通 信 装 置 が 受 信 処 理 を 行 な う た め の 受 信 ウ ィ ン ド ウ を 設 定 す る タ イ ミ ン グ
情 報 、 受 信 ウ ィ ン ド ウ を 設 定 す る 周 期 情 報 を 含 む 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ０ に 記 載 の 無 線 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ ２ 】
管 理 情 報 を 受 信 し た こ と に 応 答 し て 該 当 す る 無 線 通 信 装 置 の 無 線 ネ ッ ト ワ ー ク 内 で の 存 在
を 確 認 す る と と も に 、 最 後 に 管 理 情 報 を 受 信 し て か ら 所 定 期 間 が 経 過 し た 無 線 通 信 装 置 は
無 線 ネ ッ ト ワ ー ク か ら 存 在 し な く な っ た と 判 断 す る ネ ッ ト ワ ー ク 管 理 手 段 を さ ら に 備 え る
、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ０ に 記 載 の 無 線 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ ３ 】
管 理 情 報 に は 通 信 品 質 を 保 証 し た 伝 送 が 必 要 か ど う か を 記 述 す る こ と が で き 、
前 記 ア ク セ ス 制 御 手 段 は 、 受 信 先 の 無 線 通 信 装 置 の 管 理 情 報 に お い て 通 信 品 質 を 保 証 し た
伝 送 が 必 要 で あ る 旨 が 記 述 さ れ て い る 場 合 に は 、 通 信 品 質 を 保 証 し た ア ク セ ス 制 御 を 行 な
う 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ０ に 記 載 の 無 線 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ ４ 】
前 記 ア ク セ ス 制 御 手 段 は 、 受 信 先 の 無 線 通 信 装 置 の 管 理 情 報 に 記 述 さ れ て い る 受 信 ウ ィ ン
ド ウ を 利 用 し て 通 信 要 求 Ｒ Ｔ Ｓ の 送 信 タ イ ミ ン グ を 制 御 す る と と も に 、 該 受 信 先 の 無 線 通
信 装 置 か ら 通 信 確 認 Ｃ Ｔ Ｓ を 受 信 し た こ と に 応 答 し て 情 報 伝 送 の 開 始 タ イ ミ ン グ を 制 御 す
る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ０ に 記 載 の 無 線 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ ５ 】
前 記 ア ク セ ス 制 御 手 段 は 、 受 信 先 の 無 線 通 信 装 置 に 対 し て 通 信 要 求 Ｒ Ｔ Ｓ を 送 信 し た こ と
に 応 答 し て 、 該 受 信 先 の 無 線 通 信 装 置 か ら 通 信 確 認 Ｃ Ｔ Ｓ を 受 信 す る た め の 確 認 受 信 ウ ィ
ン ド ウ を 設 定 し て 、 前 記 受 信 手 段 に よ る 受 信 先 の 無 線 通 信 装 置 か ら の 通 信 確 認 Ｃ Ｔ Ｓ の 受
信 タ イ ミ ン グ を 制 御 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ４ に 記 載 の 無 線 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ ６ 】
前 記 ア ク セ ス 制 御 手 段 は 、 通 信 確 認 Ｃ Ｔ Ｓ を 受 信 し た こ と に 応 答 し て 、 受 信 先 の 無 線 通 信

(3) JP 2003-229869 A5 2005.3.17



装 置 が 送 信 情 報 を 受 信 す る た め に 設 定 し た 情 報 受 信 ウ ィ ン ド ウ を 利 用 し て 情 報 の 送 信 タ イ
ミ ン グ を 制 御 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ４ に 記 載 の 無 線 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ ７ 】
前 記 ア ク セ ス 制 御 手 段 は 、 通 信 確 認 Ｃ Ｔ Ｓ を 受 信 し た こ と に 応 答 し て 、 該 受 信 先 の 無 線 通
信 装 置 の 管 理 情 報 に 記 述 さ れ て い る 受 信 ウ ィ ン ド ウ を 利 用 し て 情 報 の 送 信 タ イ ミ ン グ を 制
御 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ４ に 記 載 の 無 線 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ ８ 】
前 記 ア ク セ ス 制 御 手 段 は 、 情 報 伝 送 後 に 受 信 先 の 無 線 通 信 装 置 か ら の 受 領 確 認 を 受 信 す る
た め の 受 領 確 認 受 信 ウ ィ ン ド ウ を 設 定 し て 、 該 受 信 先 の 無 線 通 信 装 置 か ら の 受 領 確 認 の 受
信 タ イ ミ ン グ を 制 御 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ４ に 記 載 の 無 線 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ ９ 】
情 報 伝 送 を 行 な う 無 線 ネ ッ ト ワ ー ク に お い て 情 報 送 信 動 作 を 行 な う た め の 無 線 通 信 方 法 で
あ っ て 、
他 の 無 線 通 信 装 置 か ら 該 無 線 通 信 装 置 が 受 信 処 理 を 行 な う タ イ ミ ン グ を 記 述 し た 管 理 情 報
を 受 信 す る ス テ ッ プ と 、
該 受 信 し た 管 理 情 報 を 該 無 線 通 信 装 置 と 関 連 付 け て 格 納 す る ス テ ッ プ と 、
情 報 伝 送 を 行 な う 際 に 、 受 信 先 の 無 線 通 信 装 置 の 管 理 情 報 に 記 述 さ れ て い る 受 信 処 理 を 行
な う タ イ ミ ン グ を 利 用 し て 送 信 す る ス テ ッ プ と 、
を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 無 線 通 信 方 法 。
【 請 求 項 ３ ０ 】
情 報 伝 送 を 行 な う 無 線 ネ ッ ト ワ ー ク に お い て 動 作 す る 無 線 通 信 装 置 で あ っ て 、
自 己 が 受 信 処 理 を 行 な う タ イ ミ ン グ を 記 述 し た 管 理 情 報 を 作 成 す る 管 理 情 報 作 成 手 段 と 、
情 報 を 受 信 す る 受 信 手 段 と 、
前 記 管 理 情 報 を 送 信 す る 送 信 手 段 と 、
前 記 管 理 情 報 に 基 づ い て 前 記 受 信 手 段 に お け る 受 信 タ イ ミ ン グ を 制 御 す る と と も に 、 前 記
送 信 手 段 に お け る 前 記 管 理 情 報 の 送 信 タ イ ミ ン グ を 制 御 す る ア ク セ ス 制 御 手 段 と 、
を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 無 線 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ３ １ 】
前 記 管 理 情 報 は 当 該 無 線 通 信 装 置 が 受 信 処 理 を 行 な う た め の 受 信 ウ ィ ン ド ウ を 設 定 す る タ
イ ミ ン グ 情 報 、 受 信 ウ ィ ン ド ウ を 設 定 す る 周 期 情 報 を 含 む 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ０ に 記 載 の 無 線 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ３ ２ 】
前 記 管 理 情 報 作 成 手 段 は 、 同 じ 無 線 ネ ッ ト ワ ー ク 内 の 他 の 無 線 通 信 装 置 と は 受 信 処 理 を 行
な う 時 期 が 互 い に 重 な り 合 わ な い よ う に タ イ ミ ン グ を ず ら し て 受 信 ウ ィ ン ド ウ を 配 置 す る
、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ０ に 記 載 の 無 線 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ３ ３ 】
前 記 送 信 手 段 は 所 定 の 周 期 毎 に 自 己 の 管 理 情 報 を 送 信 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ０ に 記 載 の 無 線 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ３ ４ 】
前 記 管 理 情 報 作 成 手 段 は 管 理 情 報 を 他 の 無 線 通 信 装 置 に 送 信 す る 通 知 周 期 情 報 を 記 述 し 、
前 記 ア ク セ ス 制 御 手 段 は 前 記 通 知 周 期 情 報 に 基 づ い て 管 理 情 報 の 周 期 的 な 送 信 タ イ ミ ン グ
を 制 御 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ０ に 記 載 の 無 線 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ３ ５ 】
前 記 ア ク セ ス 制 御 手 段 は 無 線 ネ ッ ト ワ ー ク 内 で 配 置 さ れ て い る 管 理 情 報 交 換 領 域 を 利 用 し
て 管 理 情 報 の 送 信 タ イ ミ ン グ を 制 御 す る 、

(4) JP 2003-229869 A5 2005.3.17



こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ０ に 記 載 の 無 線 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ３ ６ 】
前 記 管 理 情 報 作 成 手 段 は 通 信 品 質 を 保 証 し た 伝 送 が 必 要 か ど う か を 管 理 情 報 に 記 述 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ０ に 記 載 の 無 線 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ３ ７ 】
前 記 管 理 情 報 作 成 手 段 は 該 当 す る 無 線 通 信 装 置 が 通 信 可 能 な 無 線 通 信 装 置 の 情 報 を 記 述 す
る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ０ に 記 載 の 無 線 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ３ ８ 】
前 記 ア ク セ ス 制 御 手 段 は 、 管 理 情 報 に 記 述 さ れ て い る 受 信 ウ ィ ン ド ウ に 基 づ い て 他 の 無 線
通 信 装 置 か ら 通 信 要 求 Ｒ Ｔ Ｓ を 受 信 す る タ イ ミ ン グ を 制 御 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ０ に 記 載 の 無 線 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ３ ９ 】
通 信 要 求 Ｒ Ｔ Ｓ を 受 信 し た こ と に 応 答 し て 、 前 記 送 信 手 段 は 通 信 確 認 Ｃ Ｔ Ｓ を 返 信 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ８ に 記 載 の 無 線 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ４ ０ 】
前 記 ア ク セ ス 制 御 手 段 は 、 通 信 確 認 Ｃ Ｔ Ｓ を 返 信 し た こ と に 応 答 し て 、 該 他 の 無 線 通 信 装
置 か ら の 送 信 情 報 を 受 信 す る た め の 情 報 受 信 ウ ィ ン ド ウ を 設 定 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ８ に 記 載 の 無 線 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ４ １ 】
該 他 の 無 線 通 信 装 置 か ら の 伝 送 情 報 の 受 信 完 了 後 に 前 記 送 信 手 段 は 受 領 確 認 を 返 信 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ８ に 記 載 の 無 線 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ４ ２ 】
情 報 伝 送 を 行 な う 無 線 ネ ッ ト ワ ー ク に お い て 情 報 受 信 動 作 を 行 な う た め の 無 線 通 信 方 法 で
あ っ て 、
自 己 が 受 信 処 理 を 行 な う タ イ ミ ン グ を 記 述 し た 管 理 情 報 を 作 成 す る 管 理 情 報 作 成 ス テ ッ プ
と 、
前 記 管 理 情 報 を 他 の 無 線 通 信 装 置 に 送 信 す る 管 理 情 報 送 信 ス テ ッ プ と 、
前 記 管 理 情 報 に 記 述 さ れ て い る 受 信 処 理 を 行 な う タ イ ミ ン グ を 利 用 し て 受 信 処 理 を 行 な う
受 信 ス テ ッ プ と 、
を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 無 線 通 信 方 法 。
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